
　　　杉並区地域公共交通計画（案）の修正一覧

　
区民等による修正は、網掛けで記載

No. 頁 項目等 計画案
修正内容

（修正は下線部）
修正理由

1 5 1-1　杉並区基本構想

令和３（2021）年10月に、概ね10年程度の将来を展望し
た区が目指すまちの姿をして、「みどり豊かな　住まい
のみやこ」とした新たな基本構想が区議会の議決を経て
策定されました。
全８分野の内の１つ「まちづくり・地域産業」分野にお
ける将来像は、・・・

令和３（2021）年10月に、概ね10年程度の将来を展望し
た区が目指すまちの姿を　「みどり豊かな　住まいのみ
やこ」とした新たな基本構想が区議会の議決を経て策定
されました。
全８分野のうちの１つ「まちづくり・地域産業」分野に
おける将来像は、・・・

誤記による修正

2 10 1-7　杉並区環境基本計画
杉並区環境基本計画は、地域の環境を総合的かつ計画的
に保全し、もって地域環境の保全にも貢献していくため
の計画です。

杉並区環境基本計画は、地域の環境を総合的かつ計画的
に保全し、もって地球環境の保全にも貢献していくため
の計画です。

誤記による修正

3 23 4-6　自転車に関する取組

令和４（2022）年４月に成立した改正道路交通法では、
電動キックボードなどの１人乗り電動車が最高時速 20
ｋｍ以下のモデルに限り「特定小型原動機付き自転車」
という新たな車両区分となって、16歳以上は免許なしで
運転が可能で、ヘルメットの着用も努力義務扱いとなり
ます。また、時速６ｋｍ以下であれば、歩道も通行する
ことが 可能となります。
こうした法改正が令和６（2024）年４月までに施行され
ることを受けて、区では自転車のみならず、今後普及が
予見される電動キックボードを含めた電動マイクロモビ
リティを区民が安全かつ適切に利用ができるよう、サー
ビス事業者と警察とともに安全利用を促進していきま
す。

令和４（2022）年４月に成立した改正道路交通法では、
最高時速 20ｋｍ以下のモデルに限り、電動キックボー
ドなどの１人乗り電動車が「特定小型原動機付き自転
車」という新たな車両区分となって、16歳以上は免許な
しで運転が可能となり、ヘルメットの着用も努力義務扱
いとなります。また、時速６ｋｍ以下であれば、歩道を
通行することも可能となります。
こうした改正法が令和５（2023）年７月から施行される
ことを受けて、今後普及が予見される電動キックボード
を含めた電動マイクロモビリティの安全かつ適切な利用
を区民に促すため、交通ルール遵守などの安全啓発に
サービス事業者と警察とともに早期に取り組んでいきま
す。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、より適切
な表現に修正

4 25 4-7 交通安全に関する取組

また、国土交通省東京国道事務所から提供されたビッグ
データ（ETC2.0プローブデータ＝車両の走行情報）を活
用して、・・・

図表２-２０　ETC2.0プローブデータを活用した潜在的
な交通状況

平成28（2016）年度には、国土交通省東京国道事務所か
ら提供されたビッグデータ（ETC2.0プローブデータ＝車
両の走行情報）を活用して、・・・

図表２-２０　ETC2.0プローブデータを活用した交通状
況の把握

分かりやすくする
ため修正

別紙２
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5 42 6-1　公共交通網

東西方向の鉄道路線だけでなく、区全域でバス交通網も
発達していて、区内の鉄道駅を発着するバスは、路線バ
ス（西武バス、京王バス、小田急バス、国際興業 、関
東バス、都営バス）に加えて、すぎ丸（南北方向に３路
線）があり、毎日多くの方々に利用されています。

東西方向の鉄道路線だけでなく、区全域でバス交通網も
発達しており、路線バス（西武バス、京王バス、小田急
バス、国際興業、関東バス、都営バス）に加えて、すぎ
丸（南北方向に３路線）も運行していて、毎日多くの
方々に利用されています。

より適切な表現に
修正

6 44
6-2　鉄道
図表３－１８　区内の鉄道駅に
おけるバリアフリー整備状況

_________ ＣＰラインの欄を追加する。
分かりやすくする
ため修正

7 53 6-7　公共交通不便地域

・・・と判明したことに加えて、公共交通を利用した移
動が不便と感じるのは、高齢や障害などの個人特性、公
共交通を利用して行きたい目的地　などの移動需要　、
道路勾配などの地形状況といったさまざまな要因の影響
を受けます。

・・・と判明しました。加えて、公共交通を利用した移
動が不便と感じるのは、高齢や障害などの個人特性、公
共交通を利用して行きたい目的地の有無などの移動需要
やスマートフォン等の情報端末所有に関わる情報格差、
道路勾配などの地形状況といった様々な要因から影響を
受けています。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、より適切
な表現に修正

8 79

目標３　施策３－１
取組２　地域の回遊性の向上に
資するグリーンスローモビリ
ティの運行

・・・運行にあたっては、交通事業者とともに検討を進
める。

・・・運行にあたっては、将来的な地域住民との連携を
視野に入れ、まずは区が主導し、地元の交通事業者とと
もに検討を進める。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、より適切
な表現に修正

9 83
目標３　施策３－３
取組１　自転車の安全な利用の
促進

ソフト面では、自転車の交通ルール遵守、マナー向上を
図るため、自転車安全利用講習会や街頭での啓発活動を
警察とともに推進する。＿＿＿＿

ソフト面では、自転車の交通ルール遵守、マナー向上を
図るため、自転車安全利用講習会や街頭での啓発活動を
警察とともに推進する。令和５（2023）年４月から、す
べての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務化され
ることを踏まえ、ヘルメット着用を促す取組もあわせて
実施する。

区民等の意見提出
手続による意見を
踏まえ、より適切
な表現に修正

10 87

目標４　施策４－２
取組１　交通事業者等のプラッ
トフォームを活用したＭａａＳ
の実装

区民の移動利便性がさらに向上し、移動と移動の先にあ
る活動が組み合うことで新たな価値を生み出すため、
様々な移動サービスを１つに統合させた新たなモビリ
ティサービスとしての杉並版ＭａａＳの導入・実装に向
けて、交通事業者等の既存のＭａａＳプラットフォーム
の活用検討を進める。

様々な移動サービスを１つに統合させた新たなモビリ
ティサービスである杉並版ＭａａＳを導入・実装するこ
とにより、区民の移動利便性の更なる向上とともに、移
動と移動の先にある活動が組み合うことで新たな価値の
創出が見込まれるため、既存の交通事業者等のＭａａＳ
プラットフォームの活用検討を進める。

分かりやすくする
ため修正
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11 90

目標５　施策５－１
取組２　路線バスにおける電気
バス・燃料電池バス車両や充電
設備の導入

民間路線バスにおいて、車両更新にあわせて、電気バス
（ＥＶ）や燃料電池バス（ＦＣＶ）の導入や営業所等に
おける充電設備の導入を検討する。

民間路線バスの車両更新にあわせて、電気バス（ＥＶ）
や充電設備の導入を図ることとし、燃料電池バス（ＦＣ
Ｖ）の導入については水素ステーションの設置場所の確
保も含めて検討する。

より適切な記述に
修正

12
91
92

３　施策・取組の実施スケ
ジュール

図表５-１８　計画のスケジュール
各取組の「検討」及び「実施時期」を適切な内容に修正
する。

より適切な記述に
修正

13 ― 本文中 元号表記 本文中の和暦表記に西暦を併記する。
分かりやすくする
ため修正

14 ― 本文中 出典元の資料から集計・作成している図表の出典 「出典」表記を削除し、「～より作成」に統一する。
分かりやすくする
ため修正
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